
患者さんへ 

       院外処方せんの表記変更のお知らせ 
 

センターでは 2021年 7月 15日より院外処方せんを 

『商品名表記』から『一般名表記』に変更いたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《一般名処方とは》 

   お薬の有効成分名（一般名）を処方せんに記載する方法です。 

処方せんには 

【般】+「一般名」+「剤形」+「含量」 で記載されます。 

※ 医師が商品名を指定した場合や後発品が存在しない場合は今までどおりとなります。 

 

一般名処方では薬を「商品名」で指定するのではなく、有効成分の名称を表示する「一般名」で

記載するため、先発医薬品でも後発医薬品（ジェネリック医薬品）でも調剤薬局にて患者さんご自

身で選択することができ、今までどおりのお薬を飲み続けることもできます。 

 

         ご不明点等ございましたら薬剤部までお問い合わせください。 

    自治医科大学附属さいたま医療センター 

《変更前処方せん》     《変更後処方せん》 

ロキソニン錠 60mg 【般】 ロキソプロフェン Na 錠 60mg 


